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1点検及び評価制度の概要
1制度

教育基本法の全面改正に伴い､学校教育法､地方教育行政の組織及び運営に関する法

律等の教育三法が改正されるなど､教育を取り巻く環境は大きく変化している｡

平成19年6月に改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下｢地教行法｣
という｡ )においては､ ｢教育委員会の責任体制の明確化｣の一つとして､同法第27条

の規定に基づき､平成20年度から教育委員会が毎年その権限に属する事務の管理及び執

行の状況についての点検及び評価(以下｢点検･評価｣という｡ )を行い,その結果に関

する報告書を作成し,これを議会に提出するとともに､公表することが義務づけられた｡
2　日的

この点検･評価は､教育行政の基本的な方針の策定等と同様に,教育委員会が管理･執

行しなければならない事務として位置づけられ(地数行法第26条の2) ､評価の結果を議

会に提出し､公表することにより地域住民への説明責任を果たすことを目的としている｡
3　対象事業

本年度の点検･評価は､新城市教育委員会の平成23年度教育方針と主要施策について,

平成24年1月未時点において実施した｡
4　学識経験者の知見の活用

選任した学識経験者2名から､教育委員会事務局が行った点検･評価の結果について,

外部評価を受けるという形で実施した｡

学識巌験者の選定に当たっては､本市にゆかりのある方を前提としつつ,広い視点か

らの知見を期して,学校教育､社会教育での教育や人材育成に携わっている識見の高い

方の知見の活用を考慮したo

学識経巌者

氏名 ��Y��9��

池田勝昭 �I&ﾙ�h���Y$ｩ�Xｧr�
福祉心理専攻/教授 

森田収 ��h�偃ﾈ螽ｧxﾕｨﾕｩ+r�
元新城市教育委員,元新城市社会教育委員 

2　教育委員会
1教育委員会制度

教育委員会制度は､首長から独立した合議制の教育委員会が決定する教育行政に関す
る基本的方針のもと,教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育行政事務を執行

する行政機関としてすべての都道府県及び市町村等に設置されている行政委員会である｡
2　教育委員会の構成

･教育委員会は､ 6人の委員から構成されている｡

本市教育委員会は, 5名の教育委員で構成されてきたが,新城版こども園構想に基づ

く幼児教育の議論､検討が重要になること等に伴い,平成22年4月1日から1名増員して

6名体制となった｡
･委員は､地方公共団体の長が議会の同意を得て任命されその任期は4年であり､再

任もできるb
･委員長は､委員の中から互選で選ばれ教育委員会を代表し,教育委員会の会議を主

宰するo　委員長の任期は1年であるが,再任もできる｡
･教育長は,委員長以外の要員の中から教育委員会が任命するo教育長は､教育委員会
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の指揮監督の下､すべての事務をつかさどる｡
･事務局は､教育長の統括のT.教育委員会の権限に属する事務を処理する｡事務局の組

織は､それぞれの教育委員会の規則で定められている｡
3　教育委員会の活動状況

教育委員会の活動として､定例会や臨時会の会議開催のはか､課題研究･意見交換のた

め､また学術及び文化に関しての識見を高めるための研修を行うとともに､各種行事･
会議に出席している｡

なお､定例会,臨時会の会議録をホームページで公開するなど､広く市民に開かれた

教育委員会を目指している｡

(1)定例会開催10回(平成23年4月～平成24年1月)

議案等件数･議案5件
(2)臨時会開催5回(平成23年6月､ 7月2回､ 11月,平成24年1月)

議案等件数･議案2件
( 3 )愛知県市町村教育委員会連合会等への参加

県内各市町村教育委員会相互の緊密な連絡協調と教育諸問題の研究等により､教育
水準の向上と教育行政の円滑な運営に資するため参加した｡

･愛知県市町村教育委員会連合会第45回定期総会及び研修会(7月8日)

(4)学校訪問

学校経営方針や学校現場の課題､授業等を実地に視察し実情把握をしたo
鳳来西小,東郷西小,作手中､新城小,鳳来東小､八名中､東陽小､鳳来寺小､協

和小､巴小､鳳来中部小､東郷東小,八名幼､新城中の14幼小中学校へ教育委員各1

名が参加したo

(5)各種行事･式典等(年間)への出席

卒業式をはじめとした儀礼的行事,文化祭や合唱コンクールをはじめとした学芸的

行事､運動会をはじめとした健康安全･体育的行事への出席｡

また､成人式や市民文化講座等への出席｡しんしろスポレク祭をはじめ,各競技El

体が行う春夏市民体育大会､新城マラソン大会等への出席｡

教育委員会委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成24年1月1日現在)

職名 倩�kﾂ�任期 儖Xﾖﾂ�

委員長- ��ﾈﾏｹ]ｸ���平成23年11月29日～ 平成27年11月28日 ��

委員長職務代理者, ��ｹ�ﾈｴ儘ｲ�平成22年4月1日～ 平成26年3月31日 ��

委員 ��ｸ��蒴�ﾂ�平成21年11月29日～ 平成25年11月28日 ��

委員 僥��ｨ�爾�平成22年11月29日～ 平成26年11月28日 ��

委員 僵9,8����平成20年11月29日～ 平成24年11月28日 ��

委員(教育長) 刎�68荿ﾏr�平成21年11月29日～ 平成25年11月28日 ��



3　教育委員会事務局の行政組織

組織及び主な事務

教育総務課(6名)

(平成23年4月1日現在)

委員会の会議､規則等の制定･改廃.教育表
彰,調査･統計.幼稚園就園､学校備品
施設管理､所管職員人事､学校医､遠距離通
学､学校統廃合､就学･入学･転学,就学援
助.教科書給与､保健･安全

幼稚囲(2園)

小学校(20校)

中学校(6校)

学校教育課(6名)

生涯学習課(4名)

文化認(5名)

県費負担教職員の任免･懲戒等､服務の監督
勤務評定,教職員の研修,学校組詫編制
教育課程､学習指導.生徒指導､進路指導､
就学指導

生涯学習の総合企画･啓発推進,社会教育委

員･公民館運営審議会委員､青少年教育､家
庭教育､人権教育,各種講座.公民館設置･
活動.図書館業務､社会教育施設管理運営

芸術･文化の在興.文化事業､文化団体育成
文化施設管理､文化財保革･活用､文化財保
存･伝承,史跡･名勝天然記念物､文化財指
定･解除,試掘調査

設楽原歴史資料館(2名)
資料館の管理運営､賃料の収集調査研究､展
示及び収蔵資料の保守点検､講座開催

長篠城祉史跡保存館(2名)
保存館の管理運営.同施設保存整備事業､文
化財の保護･活用､運営審議会,講座開催

鳳来寺山自然科学博物館(2名)

博物館の管理･運営､運営審議会､資料の収
集保存･調査研究､展示及び収蔵資料の保守
点検,愛知県博物館協会,講座･学習会開催

作手歴史民俗資料館(1名)

スポーツ課(5名)

資料蝕の管理運営､賃料の収集調査研究､展
示及び収蔵資料の保存点検

スポーツ行事の計画･実施､スポーツの振興
スポーツ団体の育成､レクリエーション指導
奨励.体育相等委員､社会体育施設､学校開
放

作手B&G海洋センター(2名)

鬼久保ふれあい広場の管理･運営



4　教育委員会事務局の事務分掌

教育総務課
(1)　教育委員会の会議に関することo

(2)　教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること｡

(3)　公印の保管に関すること｡

(4)　教育財産の管理に関すること｡

(5)　教育表彰に関すること｡

(6)　教育に関する調査,統計及び広報に関すること｡

(7)　幼稚園の就園､奨励費等に関すること｡

(8)　小中学校､幼稚園の備品に関すること｡

(9)事務局職員､県費負担教職員以外の教職員の任免その他の人事に関す
ること｡

(10)　学校の設置､管理及び廃止に関すること｡

(ll)　学校医､学校歯科医及び学校薬剤師に関すること｡

(12)　遠距離通学に関すること｡

(13)　学校統合の調整に関すること｡

(14)児童及び生徒の就学並びに生徒､児童及び幼児の入学､転学及び退

学に関すること｡

日5)　教職員､児童生徒及び幼児の保健並びに安全に関すること｡

(16)　教科書､指導書等の取扱いに関すること｡

(17)　学校体育に関すること｡

(18)　学校給食に関することo

(19)要保護,準要保護又は特別支援学級の援助費又は奨励費に関するこ

と｡

(20)　校舎その他の施設及び教具その他の設備に関すること｡

学校教育課
(1)県費負担教職員の任免､懲戒その他進退の内申に関すること｡

(2)県費負担教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること｡
(3)　校長､教員その他の教育関係職員の研修に関すること｡

(4)学校の組織編成,教育課程､学習指導,生徒指導及び進路指導に関す
ること｡

(5)　その他学校教育の指導及び助言に関すること｡

生涯学習課
(1)　生涯学習の総合企画及び連絡調整に関することo

(2)　生涯学習の啓発推進に関すること｡

(3)社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること｡
(4)　生涯学習推進体制に関すること｡

(5)　青少年教育､家庭教育,人権教育及び各種講座に関すること｡

(6)　公民館の設置及び活動に関すること｡

(7)　図書館業務に関すること｡

(8)　社会教育施設に関すること｡

文化課
(1)　芸術文化の振興に関することo

(2)　自主文化事業に関することo

(3)　文化活動の支援及び文化団体の育成に関すること｡
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(4)　文化施設に関することC

(5)　文化財の保存､伝承及び活用に関すること｡

(6)　文化財保護審議会に関すること｡

(7)　市誌等の編さんに関することo

(8)　設楽原歴史資料館に関すること｡

(9)　長篠城跡保存整備事業に関することo

Hの　長篠城祉史跡保存館の管理運営に関すること｡
日1)　鳳来寺山自然科学博物館の管理運営に関すること｡

(12)作手歴史民俗資料館の管理運営に関すること｡
スポーツ課

目)　スポーツの振興及びスポーツ団体の育成に関すること｡

(2)　スポーツ行事の計画及び実施に関すること｡

(3)　B&Gに関すること｡

(4)　体育指導委員に関すること｡

(5)　社会体育施設に関すること｡

(6)　学校開放に関すること｡

5　平成23年度教育方針と施策の点検暮評価
1　新城教育のめざすもの

合併後の5年間､新しい新城市の教育の道筋をつくるべく尽力してきました｡組織改

革や事務改善によりその体制が整いつつありますo　また､三地区の共通理解と一体化へ
の進展を図り､各々の地域特性を互いに共有することを-歩一歩進めていきたい｡

｢新城教育｣の礎をなすものとして､ ｢共育｣の輪を広げ,学校教育や生涯学習の場で

活かして行くことが､ ｢新城らしさ｣につながります｡新城の自然､人､歴史文化の｢新

城の三宝｣であり､三宝の活動を通して､ ｢新城ならではの共育｣を進めることで,ふる

さと新城への愛着が深まり､地域のなかで生活する喜びを感じ､地に足を着けた｢生き

る底力｣が培われていくものと考えます｡

そのためには､親と子とともに,教師と子とともに､学校と地域とともに,市民と市

民がともに学び､育つ｢学校･家庭･地域との共青の拡大｣を教育方針の中核とし､こ
の目標の実現と幾多の教育課題の解決に向けて,その条件整備をしていくことが責務と

とらえて､本年度の事務事業の推進にあたります｡

2　学校教育の方針と主な施策

方針1  ｢新城の三宝｣を活かした｢新城ならではの共育｣の創造

<施策>
1)学校に地域の力を,学校から地域に責献を

各学校･地域にある｢新城の三宝｣を教材として教育活動に取り入れ｢体･徳･

知｣の育成を図る活動を推進する｡学校ホームページなどを活用し､積極的に情報
発信をする｡

2)地域に向けた｢学校公開日｣の設定

各学機において, ｢学校公開日｣として,児童生徒の活動を参観･参加する機会を

年に数回設ける｡保護者や地域の方だけでなく,広く市民に公開する｡
3)あすなろ教室の開童､ハートフルスタッフの配置

不登校傾向にある児童生徒が学校復帰に向けて学ぶ場を設ける｡また,巡回指導
により支援を行っていくo　また,特別な指導を必要とする児童生徒に対して,学校

生活で支援する人員を配置する｡
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<点検.評価>
各学校がホームページを利用して､積極的に教育活動を発信しました｡平均アクセ

ス数が平目は2,000を超え,休日にも1,000を超えています｡これは､日々の情報更

新がされていることとともに,発信内容にも工夫がみられ､保護者だけでなく地域か

ら関心を持っていただいたことによると考えています｡

心に不安や悩みをもつ児童生徒,特別な支援を要する児童生徒には,あすなろ教室
の指導員､ハートフルスタッフ､学習支援員等による支援を行うことができました｡

あすなろ教室は､嘱託2名を含む指導員6名を配置し､学校と同様に月曜から金曜ま
で開重しました｡また､登校や通宝を渋る児童生徒に対して､県の相談員の協力も得

て,嘱託の指導員が家庭訪問や学校訪問を行って支援をしました｡

ハートフルスタッフは,学校の希望する時間が増えており5, 000時間ではまかなえ

ませんでしたC　そうした状況のなか,小学校低学年､外国人児童生徒への対応を中心

に配置しました｡教室内で支援をすることで､児童生徒が落ち着いて学習に取り組む
ことができました｡

さらに､緊急雇用基金事業による学習支援員を配置し,指導にあたる教職員を補助

し､学習環境を整えたり､学習支援を行ったりしました｡

方針2　言葉を豊かにする教育の推進
｢三多活動｣として,読み聞かせや朝の読書活動,作文やノートつくり､海外の子供

たちとの交流などをふくめ､授業や生活のなかで意識して取り組めるようにしていきま

す｡

<施策>
1)読書活動､読み聞かせ活動を進めます｡

朝の読書､ボランティア等による読み聞かせ､児童生徒の図書紹介活動等を行うQ
2)学校図書館の整備を進めます｡

図書の整備を引き続き行う｡また､図書館司書補助スタッフを派遣する0
3)ことばの活性化推進事業に取り組みます｡

県委嘱事業｢ことばの活性化推進事業｣の拠点校を東陽小学校として,言葉を豊
かにする研究と研修を進めるo

<点検･評価>
各学校で,朝の時間を使った読書活動､保護者や地域の方々による読み聞かせを行

っています｡学校図書館の本を利用するだけでなく,市図書館から団体貸出しを受け

るなど,より児童生徒の興味のわく本が紹介されました｡児童生徒の読書習慣がつい

てきました｡

委員会活動により児童生徒が工夫した読書週間の活動など設けるなどして､多くの

本に親しむ活動も行われていますo学期中に100冊を超える本を読む子も少なくあり
ません｡これは､読書活動により本への興味関心が高まった成果の一つですD

児童生徒の読書環境を整備するため,図書館整備事業により図書の購入を行いまし
た｡また,図書館司書補助スタッフを配置しましたo蔵書データベース化を進めると

もに,図書館の環境整備を行いました｡どの学校においても,児童生徒にとって居心

地のよい図書館環境となりました｡



方針3　教師の足腰を強くする機会の充実
｢新城教育｣の旗手として,足腰の強い人間教師であるよう,研修の充実を図って

いきます｡

<施策>
1)各学校･園による現職研修の充実を図ります｡

｢新城の三宝｣教材発掘･校内現職教育研修事業等の実施により､各学校の現職

教育研修を支援する｡また､学校が元気になる活動委嘱校による成果を市内各固校
に広げていく｡

2)若手教職員の指導機会の充実を図ります｡

教科専門員による指導機会を設けるとともに,教育実践を記録として残す｡
3)職務･職責による研修機会の充実を図ります｡

管理職研修､主任研修､事務職員研修､養護教諭研修等を､時機に応じた研修内

容で開催する｡

<点検･評価>
各学校において発掘した｢新城の三宝｣ ｢学区の三宝｣を活用した教育活動が充実し

てきている｡学校から地域に出て見聞することで､地域の自然や歴史を学ぶ機会が増

えています｡ ｢学区の三宝｣を教材として位置づけることにより､特色ある学びが展開

されていますo

学習指導要飯改定により,小学校で全面実施されました｡各学校で,指導内容の充

実や指導法の工夫に取り組み,児童生徒の学力定着をはかっています｡また,中学校
について,教育課程説明会を開き,教科ごとに改定のポイント,教科書の活用法など

の研修をしました｡実施前の準備を進めました｡

教科専門員が若手教員の指導にあたり,教科の専門性を高め力量を向上させる機会
としました｡また､経験者研修対象者の論文指導も担当しました｡教科専門員制度に
より､指導された教員の成長だけでなく､専門員自身の知識､指導力を高めることが

できました｡

校長研修,教頭･主幹教諭研修,教務･校務主任研修,養護教諭研修､事務職員研

修,栄養職員研修などの職務研修を行いました｡それぞれの職務にあった内容で,そ
･れぞれの力量向上の機会としました｡

方針4　小学校再配置･耐震補強など学校教育環境の整備

教育委員会の最優先事項として､当初計画を前倒しして進めることができています｡

<施策>
1)小学校の再配置

小学校の再配置については､児童数の激減が予測された平成18年度から再配置委員会

を発足させ､平成21年3月に｢小学校再配置の基本的な考え方と指針｣を新城市,新城

市教育委員会の両者で示し､全校的に複式学級となっている小学校の再配置を地元の総

意のもと進めています｡

現在､山吉田地区に山吉田小学校と黄柳野小学校の2校を新たな小学校として平成25

年4月に開校できるよう､校舎･屋内運動場などの建設を進めていますo　この建設は､
山吉田小学校校舎･屋内運動場が耐震補強を必要とする危険建物の診断を受けており,

国の補助を受けて建設するものですo
また,作手地区の菅守小学校･開成小学校･巴小学校･協和小学校の4校を平成29年

4月に新設校1校として､開校するよう地元との調整･地元からの要望が整いました｡そ
の暫定措置として平成25年4月に1校2校舎(菅守･開成小学校を現在の開成小学校で
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北校舎､巴･協和小学校を現在の巴小学校で南校舎)として再配置するよう準備を進め
ています｡

2)学校施設の耐震補強

文科省によれば,構造耐震指標is値が0, 7以上であれば､大地震での倒壊･崩壊の

危険性が低いとされています｡合併後､現在までの6年間で国の耐震指針に満たない

学校の耐震補強工事を完了したものは､小中学校校舎では､東陽小,新城小､作手中､

東郷東小,東郷中学校の13棟｡体育館では､海老小､東陽小､千郷小,八名小､鳳来

中､舟着小,八名中の7棟です｡現在進行中のものは,山吉田小の校舎の2棟･体育

館1棟ですo

<点検･評価>
今年度は､東郷中学校の校舎耐震補強工事を平成23年11月2日に完了しました｡

八名中学校の屋内運動場改築工事が平成23年2月　8日に完了しました｡この結果､

市内学校施設の耐震化率は96. 8%となり､新城小学校屋内運動場､協和小学校校舎､

屋内運動場を残すのみとなりましたd

なお､新城小学校の屋内運動場改築工事については､平成24年度に実施を予定し,

協和小学校校舎･屋内運動場については､小学校再配置により､現在の学校を廃校と

するため､計画から除くこととしました｡

3　生涯学習の方針と主な施策

新城の三宝を大切にした市民活動を支援できるように､重点施策を進めます｡

方針1市図書館､公民館､文化会館の活性化
図書館の利用について､これまで午後8時までへの開館時間の延長や､休館日を月1

日へ縮小及び一人当たり貸出冊数を5冊から8冊へ拡大するなどの改善を進めてきたこ

とにより､新市発足当時の1.7倍の19万冊に達する勢いである｡一層の利用を図るた

め､ ｢本のリサイクル会｣ ｢ライブラリースタート｣ ｢図書館まつり｣などを拡充させる

とともに､新城図書館の所蔵する約13, 000冊に及ぶ牧野文庫の貴重な和装本について,

目録データ化を進める.また,公民館については､平成22年度に､市内77の公民館分

館が組織化され活動費補助についても一本化が計られたことにより､公共施設の見直
しにともなう公民館施設のあり方について､引き続き地元と協議を進める｡

文化会館については､昨年度大小ホールの音響･舞台照明の改修によりリニューアル
した施設の利用促進を図る｡

<点検･評価>
･市図書館

昨年に続き市民ボランティアの協力を得て｢図書館まつり｣を開催｡今年度は全国的
にも類を見ない8月20日から27日までの8日間という長期間にわたり､ ｢本のリサイ

クル会｣ ｢阿部夏丸氏(作家)講演会｣ ｢山本紀英子氏(西尾市立図書館長)座談会｣ ｢特

別展示｣ ｢ワークショップ｣ ｢音と絵本を楽しもう｣ ｢朗読を楽しもう｣ ｢お話を楽しもう｣

等を実施し,多くの方に新城図書館に来ていただき､市民への周知も図られた｡

図書貸出冊数は､前年に引き続き19万冊を,入館者数は､初めて15万人を超える見

込みである｡
･公民館

公民館活動については､各館で行われる生涯学習活動費への助成を継続実施し,也

域の活性化と地域住民の交流･親睦が図られたo
また,公共施設のあり方方針により,公民館施設の地元移管について地区と協議を
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進め､今年度は公民館設管条例から9館を削除することとなったa
･文化会館

文化活動の拠点である文化会館は,昨年度､懸案事項の一つであった大･ /｣､ホールの

音響･照明設備,雑幕装置の改修工事が完了し,最新のLED照明を採用するなど性能

も大幅に向上した｡この施設を有効に活用していくため､市のホームページ等で施設

のPRを行い,今年度の大.小ホールの利用者は平成23年12月未で前年比18.6パー

セントの増となった｡

方針2　市民文化の振興と文化財の価値の発信

( 1 )市民の文化振興活動を支援

市内28団体が加盟する新城市文化協会の活動を支援します｡また､芸術鑑賞教室､

音楽祭､歌舞伎､薪能などの文化事業や市民文化講座を開催していきますoそして,

文化活動の拠点である文化会館の経年劣化に伴う改修工事も雑続して行っていきま

すo

(2)歴史文化の価値を広報し､保護伝承活動を支援
｢新城の歴史伝統文化の価値｣は､国の文化財指定に｢東照宮｣をはじめ8件,県

指定に｢木造十一両観音立像｣をはじめ11件の指定を受けており､まさに伝統文化
の宝庫です｡それぞれの地域で脈々と受け継がれている文化財を後牡に残すために文

化財の保護･伝承のための活動を支援して行きますD

(3) ｢長篠･設楽原の戦い｣をはじめ､新城の歴史文化を発信

全国的な歴史･武将ブームのなか､新城の｢長篠･設楽原の戦い｣を始めとした
歴史文化の価値を発信します｡

(4)自然の価値を広報し.自然に親しむ活動を支援する
さまざまな機会を通して､ ｢新城の自然の価値｣を市民に認識してもらうための広

報活動を行います｡また､鳳来寺山自然科学博物館を拠点として､生涯学習･スポ
ーツ活動･学校教育等々､互いに連携し自然の価値を体験できる活動を企画し､支

援します｡
<施策>

1 )新城市文化協会に対する活動支援(補助金)

市文化臨会の活動に対し､補助金を交付し,その支援を行います｡
2)文化事業の開催

市内小学生･市民を対象とした｢芸術鑑賞教室｣ ｢つくでの森の音楽祭｣や市指定

文化財である｢新城歌舞伎｣ ｢新城薪能｣など開催します｡また､第36回を迎える｢市

民文化講座｣を開催し､文化に触れる機会の創出に努めます｡
3)文化財の保護と伝承

伝統民俗芸能の保存伝承活動への支援,指定史跡の環境整備を行います0

4)長篠城祉史跡保存館と設楽原歴史資料館の連携の強化を図ります.

5)火縄銭を始めとする歴史資料の活用と研究､特別企画展の開催など､台戦を巡

る情報発信を行います｡

6)新城が全国に誇るべく観光拠点として認知されるような観光戦略を関係部局と

連携して進めます｡
7)鳳来寺山自然科学博物館を拠点とした自然学習の展開

学習会活動や野外観察会を開催するなど､自然に対する認識を深めます｡
<点検･評価>

1 )各分野の文化団体が加盟する市文化協会への事業費補助を実施した0

2)文化事業においては,さまざまな事業の実施により,多くの市民等に文化･芸

術の場の提供ができた｡
3)文化財指定地の環境保全を整備実施したことにより,地元住民の文化財保護意
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議の向上が図られたoまた､指定無形民俗保存団体活動への補助により,保存･

伝承が行われた｡

4)長篠城蛙史跡保存館と設楽原歴史資料館に従来からあった共通観覧券の有効期

間を1日から1年にしたことにより､日帰りの観覧者だけでなく滞在者による両

館の観覧を可能にした｡

5) ｢長篠･設楽原の戦い｣を広く紹介し､知識と理解を深めるために,企画展や歴

史講座を開催した｡

長篠城祉史跡保存館の企画展では､春に｢野田合戦と新城一皆川家史料から｣ ､

夏と秋に｢丸山彰の世界一初代館長の20年其の壱･弐-｣を開催した｡地元にゆ
かりの野田菅沼家を紹介し,市民に地元戦国武将を啓発することができた｡さらに,

初代保存館長丸山彰氏の回顧展を2回にわたって開催することにより､氏の貴重な

業績を来館者に啓発することができた｡また､共通券利用を啓発したことにより､

入館者が前年より14%の増加となった｡歴史講座では､ ｢福碍諭吉と参州･遠州の

門人たち｣をテーマに,長篠城主であった奥平家の下級武士の子として生まれ､慶

鷹義塾大学の創始者となった福鐸諭吉に焦点を当てて三河遠州地方の門人たちの
人物像の紹介を行った｡受講生は市内のみならず市外からも多数の応募があり､歴

史講座の更なる定着が図ら㌢した｡

設楽原歴史資料館はEl本-の規模を誇る古式銃を所蔵し,その古式銃とともに,

長篠･設楽原の戦い･岩瀬思案の紹介を行っている｡今年度開催した｢没後150周

年岩瀬忠震記念展｣ ｢山願昌景と竹広火おんどり展｣ ｢菅沼三代展｣ r鉄砲隊の火縄

銃展｣の4つの企画展はいずれも資料館設立の趣旨に沿ったものであったoまた,

単に企画展を実施するだけでなく,その事業に付随して記念講演会や複数回の展示

解説､鉄砲解体ショーの実施など関連行事を積極的に実施し.入館者が前年度より
20%増を記録し, 20. 000人を数えるに至った｡

6)観光戦略として､観光協会･観光課･各主催者と密接に連携をとり,新城が誇

る戦国三大祭りである｢長篠合戦のぼりまつり｣ ｢作手古城まつり｣ ｢設楽原決戦

場まつり｣を『しんしろ戦国絵巻三部作』としてそれぞれを一幕､二幕､三幕と
して開催した｡

7)鳳来寺山自然科学博物館では､新城市合併5周年を記念して選定された｢新城
の花･木･鳥･石･カエル展｣を開催し､市民ならびに地域に周知と紹介を行っ

た｡また, ｢私たちの周りの自然とくらし展｣ ｢きのこ展｣,友の会の発足35周年

を記念した｢友の会35年の歩みと博物館展｣や同式典､併せてもみじ祭りイベン

トを行い,利用者と一体となった活動を展開した｡また『屋根のない博物館』現

地見学ツアー､足元の自然を楽しく学ぶ学習会を開催し､地域の自然の理解を深
めることができた｡また､こども自然講座,ジュニアナチュラリスト養成楽級等

を開催し､未来を担う子どもに向け,自然に親しみながら学習する講座を開催し

た｡さらに,自然環境基礎調査を継続して実施し､市の自然環境の実態の把握に

努めた｡

方針3　市民スポーツの振興とDOS等のイベントの発信

市民が運動習慣を身につけ､スポーツを楽しみながら健康･体力の増進ができるよ

う､体育指導委員(スポーツ推進委員)や体育振興会,体育協会などとの連携協力を進

めていきます｡

また､ DOS地域再生プランでは､新城の自然を生かしたアウトドアスポーツを展

開します｡

<施策>

1)市民がスポーツを通して,市民の健康の保持増進や青少年の心身の健全育成,也

域社会の活性化を図るためスポーツ活動を支援します｡
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2)新城市体育協会,スポーツ少年団に補助金を交付し支援します｡

3)市民体育大会,スボレク祭､少年スポーツ教室,水泳教室､こどもすぼ一つくらぶ､

子ども市民プール等を開催します｡
4)新城マラソン大会の開催により市民の健康への意識向上を図ります0

5)自然を生かしたDOS (アウトドアスポーツ)のイベントを開催することにより,地

域の活性化を図ります｡

<点検･評価>
市民スポーツの振興においては､スポーツに接ずる機会を確保するため市体育協会や体

育指導委員(スポーツ推進委員)の協力を得ながら各種大会やイベントを概ね継続実施す
ることができました｡台風15号による国道301号線路肩崩壊により市民歩こう会は中止

せざるを得ませんでしたが､特に新城マラソン大会においては,参加者が過去最高となり

ました｡

基盤整備の充実においては､市体育協会や､スポーツ少年団の活動に対する補助金の

交付及び体育指導委員(スポーツ推進委員)の資質向上のため関係機関の開催する研修会
等への参加を奨励しました｡

今年度開催したDOS地域再生事業のイベントは､参加者･来訪者は､天候などに影

響され前年度実績を下回ったものの､地域の活性化に貢献できたと考えています｡

新城ラリーでは､大会を盛上げるため市民で組織する支援委員会等と連携して,しん
しろ軽トラ市などにおいてもPR活動に努めました｡

6　学識経験者の意見

地教行接第27条第2項の規定に基づき,点検･評価を行うに当たり､学識鮭験者から

意見を聴取しました｡

概要については､以下のとおりですo

1,平成2 3年度報告書の全般に関して

本年度の教育方針は, ｢共育(ともいく) ｣の拡大という学校･家庭･地域との連

携を重視した課題を中軸に多くの取り組みと具体的な実践が着実に展開､進展してい
ることを高く評価している｡現在の日本の国難にもっとも求められているテーマも一

致しており新市にふさわしい､いかにも新城らしい､また新城ならでの教育という思
いを強く抱いている｡今後の更なる充実と発展を期待してやまない｡

2,学校教育について

( 1 )三宝を活かした新城ならではの共青の創造

子ども達だけでなく高齢者や特別支援を必要とする弱い立場にある市民一人ひとり
に対して幅広く､またきめ細かな配慮や対応が具体的に施策されているo ｢新城の三

宝｣を十分に生かした新城らしい共育(ともいく)の呼称は新鮮なイメージであり深
い感銘を受ける｡

また､各校ホームページへのアクセスが平日2,000件を超え､休日でも1,000件を

越えるということは驚異的な数字で,学校関係者だけでなく一般市民のアクセスも相

当あることを伺わせる｡ノートを持った子ども達が,施設や文化財そして企業を訪れ､

体験的な自主学習を進めている姿も多く見られ､施策の浸透がしのばれる｡

(2)小学校の再配置･耐震補強など学校教育環境の整備

小学校再配置の推進にあたっては,地域住民との話し合いが進み､地元関係者等の

努力に敬意を表したい｡

また,市内学校施設の耐震化率が96. 8%となり､あとわずかで100%達成を迎える｡

3.生涯学習について

(1)図書館､公民館､文化会館の活性化

市民全体を包含した活動と支援が多種多様に具体的に施策されており､特に図書館
利用については､貸出し冊数制限の緩和が実り､数字的にも増大傾向にあってその成
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巣が著しい｡

(2)市民文化･スポーツ振興と文化財の価値の発信

新東名工事に伴う遺跡の発掘にあるように縄文･弥生時代から存在･継承される豊
かな文化遺産･文化財は今後の新城市の発展及び国内外へ大きく貢献できると大いに

期待する｡

また,文化会館音響･照明設備等の改修により､高度な利用が可能となり一層の利

用が期待される｡

スポーツ振興においてもDOS事業への取り組みは,市民だけでなく県外や全国に

アピールしている取り組みもあり高く評価できる｡

【参考】　地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

第2 7条　教育委員会は､毎年,その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む｡ )を含む｡ )の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い､その結果に関する報告書を作成し､これを議会に提出するとともに.

公表しなければならない0
2　教育委員会は､前項の点検及び評価を行うに当たっては､教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする｡
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